
別紙

非違行為一覧表

被告の主張する非違行為 弁済請求額の内訳等 日付 額 合計額 原告の主張 被告の主張

①b

　私費会計購入の消耗品に係る
書類を架空の会社である「Ｃ商
会」名義で作成する等して偽造
した。

⑴　原告は，実際に私費会計で消耗品を購入していた。
⑵　「Ｃ商会」は原告の父によって使用されていた個人事業の商号であり，架空の会社で
はない。

⑴　否認ないし争う。原告が請求書や納品書は退職の際に全部捨てたなどと述べたため，購入したとい
う客観的証拠を確認できなかった。
⑵　「Ｃ商会」については，実際に登記簿も存在せず，当該住所地にそのような名称の会社は存在して
いない。原告自身，事情聴取の際に，Ｃ商会が実在しない会社であることは認めている。

①c
　銀行出納印を偽造して虚偽の
振込依頼書を作成し，私費会計
の監査を受けていた。

　原告は，帳簿記載用の銀行支店名のスタンプ印と日付スタンプ印を組み合わせて使用し
たのであって，「銀行出納印」となるような印鑑を作成したわけではない。
被告は銀行出納印が１１２件に用いられていたと主張するが，本件処分の理由である振込
手数料の差額１２９件と件数が合わない。本件処分の理由は，過大に振込手数料の差額を
認定したものといえる。

　平成２３，２４年度における私費会計のうち，信用金庫及び銀行の偽造出納印は１１２件に用いられ
ていた。金融機関に照会したところ，偽造出納印の使用が確認された。
　１１２件という数字は，現在被告が保有する私費会計の関係簿冊から偽造出納印の件数を計数したも
のであり，他方，振込手数料の差額の件数については，原告が作成し本件高校に提出した一覧表から，
当時の本件高校の事務長であったＫが，関係書類等と突合し，確認が取れたものだけを特定したもので
あり，これらは合致するものではない。偽造出納印件数が振込手数料差額の件数より少なくなっている
ことについては，関係文書の保存期間が満了したものがあり，一部廃棄された可能性が考えられる。

②

　私費会計から関係団体に支払
う負担金や業者への支払金を原
告の個人口座に入金し，その口
座から関係団体等へ振り込むこ
とによって，振込手数料の差額
を横領した。

　私費会計から支払金の振
込を個人口座（振込手数料
が低額なインターネット銀
行）を経由することによっ
て得た振込手数料の差額

H23.4.27から
H25.3.29まで 4万8455円 4万8455円

⑴　①の事実と重なるとすれば，同一の事実として評価されるべき行為を二重に評価して
不当に重い処分を下したものである。
⑵　私費会計には，本来の手続である銀行窓口での振込の場合の手数料しか負担が生じて
おらず，実質的損失は生じていない。
⑶　原告は，差額分を自分のポケットに入れたとか，酒食等に用いたといったニュアンス
を含む意味での横領はしていない。原告が振込手数料の差額を生じさせる処理をしたの
は，経済的に困窮している生徒の授業料を原告が立て替えるためであった。処分行政庁
は，原告に対し，授業料を徴収するよう圧力を加えていた。

⑴について
　処分行政庁は，一連の行為を総体的に判断して本件処分を決めたものであり，二重に評価して不当に
重い処分を下したわけではない。
⑵について
　振込手数料の差額が生じたのであれば，当然，私費会計として扱うべきものであり，それを横領して
いるのだから，私費会計に実質的損失を与えていることは明白である。
⑶について
　自己の用途に使用する目的であったか否かは，横領の成否に関係がない。また，原告が使途不明にし
たのであるから，自己の用途に使用していないことは，原告が立証すべきである。
　原告は，発覚直後に作成し自ら署名した本件供述書の内容から大きく主張を変遷させており，振込手
数料の差額を授業料の立替えに充てたとの原告の主張は信用性に欠ける。
　授業料の未納がある場合に，学校に対して指導をするのは当然であり，原告が圧力を感じていたから
といって原告の行為が許されるわけではない。

①a

⑴　偽造した校長及び教頭の私印の存在や使用は，事務室内で隠されていたわけではない
ので，事務室内の他の職員も知っており，原告のほかに事務主任も偽造印であることを認
識しながらこれを使用していた。校長及び教頭は，自分の名字の印鑑が事務室内に保管さ
れ，使用されていることを知り得る状況であったし，決裁すべき書類やその件数も把握し
ていたはずであるから，被告の主張する件数の偽造印の処理があったとすれば，校長や教
頭はその事実に気付きながら黙認していたものとみるのが相当である。偽造した校長及び
教頭の私印を用いることは，本件高校において事実上必要な処理であり，他の高校におい
ても同様の事務処理がされていた。事務主任は，印鑑が原告の用意したものであることを
認識して使用していた。本件高校においては，団体会計の会計処理の決裁について，決裁
権者が個別に決裁をして管理監督をせずに決裁の体制が整うような処理がされており，そ
のような現場状況から原告が校長らの名字の印鑑を用意して使用していた。このような印
鑑の使用について原告一人に全ての責任をかぶせるのは不当に過ぎる。
⑵　ＰＴＡの会計処理は，被告の職員の公務外の業務であり，本来は原告に行う義務のな
い任意団体の会計事務についての不適切処理を理由に，原告の退職手当全額の返納を命ず
るのは不合理である。
⑶　原告は，偽造印による私費会計の事務処理を頻繁に行っていたわけではない。偽造印
による私費会計の事務処理の件数については不知。偽造印は原告のほかに事務主任も使用
しており，誰でも使用できる状態に置かれていたのであるから，被告の主張する件数の偽
造印の使用があったとしても，全てが原告によるものというわけではない。
⑷　ＰＴＡ会計の支出については，校長及び教頭が承知した上で事後承認による処理がさ
れており，校長や教頭がＰＴＡ会計の支出をチェックすることもなかった。原告が偽造印
を用いた背景には，こうした決裁印の捺印の形骸化があり，その形骸化は原告の責任では
ない。

⑴について
　事務主任は原告の指示で偽造された印鑑を使用したことはあるが，当該印鑑が偽造されたものである
ことは認識していなかった。校長及び教頭は，印鑑については常に持ち歩き，押印の必要がある場合
は，自ら押印しており，偽造印が事務室内に保管され使用されている事実は一切知らなかった。原告
は，ベテランの事務長であり，道職員採用前には金融機関に勤務していた経験もあったこと等から，校
長，教頭は原告の事務処理に一切疑いを持つことはなかった。原告が偽造印による事務処理をしていた
ことにより，私費会計に係る決裁の件数が減少していたといっても，その割合は２割程度であり，校長
が原告による偽造印の使用に気付かないとしても不自然ではない。
　事務長という管理職の立場にある原告が，堂々と印箱に保管し，事務主任らに指示していたからこ
そ，原告が校長等から同意を得た上で事務室に複製された校長等の印鑑を保管していると誤認していた
のであって，事務主任が偽造された印鑑であると認識していなくとも不自然ではない。
⑵について
　処分行政庁は私費会計の事務処理について「私費会計事務処理マニュアル」を作成し，各所属に私費
会計は道費に準じ厳正に取り扱う必要がある旨通知命令していた。私費会計は保護者から負託された資
金を扱うものであり，道費に準じ，厳正に取り扱うべきところ，原告は管理職員の立場でありながら，
職員が一丸となって私費会計の適正化を図るために取り組んでいる最中に，その教育を支えるべき大事
な資金について，長期間にわたり，反復して横領行為を行ったり，多額の使途不明金を発生せしめるな
どしたのであるから，その責任は重大である。
⑶について
　平成２３，２４年度における私費会計の書類のうち，校長の偽造印は６２５件，教頭の偽造印は２１
８０件に用いられていた。原告は６２５件も偽造した校長の私印を用いて真正な決裁を外観的に装い，
その書類の多くにおいて偽造した教頭の私印を用いていたから，原告が私費会計の事務処理を校長等の
決裁を受けることなく繰り返し段独で行っていたことは疑う余地がない。
⑷について
　事後承認による処理がされることはあり得ない。横領等の目的で偽造印を用いて決定書を作出するな
ど，決裁を形骸化させたのは原告自身に他ならない。原告自身が管理職員であり，事務職員のトップと
して，決裁過程を是正し，実質化する責任を負っていたのである。

　偽造した校長，教頭の私印を
用いて，私費会計（ＰＴＡ会
計，体育実習費等）の事務処理
を校長の決裁を受けることなく
繰り返し単独で行った。



別紙

非違行為一覧表

被告の主張する非違行為 弁済請求額の内訳等 日付 額 合計額 原告の主張 被告の主張

③

　平成２４年３月３０日に体育
科実習費を預金していた北門信
用金庫の口座を解約した際，解
約残金を新設した口座に入金せ
ず，使途不明とした。

　体育実習費を預金してい
た口座を解約した際の解約
残金

H24.3.30 16万7704円 16万7704円

⑴　解約が原告の在職中に行われたものだとしても，使途不明金が生じたことそのもの
は，原告の責任のみに帰すべきものではない。
⑵　解約残金は，平成２２年度体育実習費リフト代（３万７９４４円）等に充当されてお
り，解約残金１６万７７０４円全部を使途不明金とするのは不当な認定である。なお，平
成２２年度支払不足分スキーリフト代は，平成２３年６月１日に原告が立替えをして支払
い，北門信用金庫の解約残金が生じた平成２４年３月３０日に精算したものである。

⑴について
　原告の主張は単なる責任逃れの主張としか捉えようがない。
⑵について
　解約残金が体育実習費リフト代に充てられたとの証拠はなく，使途が特定できない以上，使途不明金
に当たる。また，解約残金が発生したのは，平成２４年３月３０日であり，平成２２年度リフト代の支
払日は約１０か月前の平成２３年６月１日となっていることからすると，解約残金を平成２２年度体育
実習費リフト代に充てたとの原告の主張は信用性に欠ける。
　平成２３年４月支払のスキーリフト代については，原告の立替払を認めており，使途不明金及び私的
流用の総額から差し引いた額の弁済を求めたものであるが，体育実習費の解約残金が当該スキーリフト
代に充てられたことは証明されておらず，被告としてもそのように認定したものではない。

④
　私文書偽造等により右記物品
等を私費会計に負担させ，私的
流用を行った。

　自己負担すべき物品代及
び航空券取消料を私費会計
に負担させているもの

オ

リー

5万2925円

　原告が弁済した物品代については，航空券取消料を除いて，自己負担すべき物品代で
あったことを否認し争う。１６インチモニターは，宿直の警備員がテレビを視聴すること
を目的として購入したものであった。パソコンソフト（「コーレルデジタルスタジオ」，
「ＧＯＭ　ＥＮＣＯＤＥＲ拡張版」，「ドクターフォトリカバリー」）については，原告
は，学校行事等の記録を残すことに使用する考えで購入したものである。「ＧＯＭ　ＥＮ
ＣＯＤＥＲ拡張版」は，現在本件高校の管理下にあり，本件高校において使用できる状態
にある。

　左記物品は，原告だけが利用している休憩室で使用することを目的として購入した「１６インチモニ
ター」，原告の私物のパソコンで使用するなど他の職員は利用することができなかった「ソフト」など
であり，私的購入であることは明らかである。原告自身，専ら自己使用を目的とした購入であることを
認めていた。

H24.10.2 3万0700円
H24.12.11 1万8690円
H25.3.8 2万3360円

　高等学校PTA連合会に役員
3名分の旅費を支出している
が，実際に出席した役員は2
名であるため，戻入すべき
金額

H24.6.12 1万8340円

H24.3.30 1836円

H24.4.4 1262円

H24.3.29 492円

H24.3.28 3万0972円

H23.5.31 5520円

H23.5.31 1万8280円

H23.5.31 1万6610円

H23.5.31 8280円

H23.6.29 6770円

H23.10.24 7029円

H23.7.20 6384円

H24.1.26 1万0500円

H24.1.27 4万3665円

H24.2.2 6195円
H24.2.20 7300円
H24.3.26 7万4235円
H24.3.26 2万8875円

⑤
　その他の使途不明金を発生さ
せた。

31万6860円
（原告の立替
を認めた4万
8435円を引い
た合計額）

　銀行からの払出金額と決
定書等の金額が相違してい
るもの

　北門信用金庫から北海道
銀行への口座変更に伴う解
約残金に係る使途不明金

　私費会計の未納者が納入
期限後に入金した口座から
払い出された使途不明金

　架空会社「Ｃ商会」名義
で書類を偽造するなどして
購入したとされる物品代の
うち，実際の購入を確認で
きないもの

⑴　使途不明金の認定は曖昧あるいはずさんなものであるし，原告の責めに帰すべきもの
かどうか不明である。
⑵　私費会計で購入した消耗品については，実際に全て購入されていた。「架空会社『Ｃ
商会』名義で書類を偽造するなどして購入したとされる物品代のうち，実際の購入を確認
できないもの」１７万７１５４円の購入の物品名は，個人で使用するには不自然に大量の
物品であり，本件高校で使用する物品であったものと考えるのが合理的である。
⑶　「私費会計の未納者が納入期限後に入金した口座から払い出された使途不明金」のう
ち，６７７０円については実際には使途不明金ではなかった。平成２３年６月２９日の６
７７０円の出金後，同月３０日「父母と教師の会」の口座に５２万１４００円の入金があ
るなど本件高校の他の複数の口座に入金があり，これらの中に６７７０円が含まれていな
いとはいえないから，６７７０円を使途不明金とすることはできない。
　「私費会計の未納者が納入期限後に入金した口座から払い出された使途不明金」６万２
４８９円のうち，３万円については，ＰＴＡ会計に戻し入れた旨の原告の弁解どおりの入
金があったことを被告も認めているから，６万２４８９円を使途不明金と認定するのは不
当である。
　また，ＰＴＡ会計への戻入れと同日に行われた，本件高校の別口座からの３万円の出金
については，調査がされておらず，使途不明金が生じているかは不明のままのであるか
ら，６万２４８９円について本件処分の理由とするのは不当である。
　被告は，審査請求手続では，「私費会計の未納者が納入期限後に入金した口座から払出
された使途不明金」については，３件１万４０５４円と主張していたから，被告の認定は
変遷しており，その認定過程は信用できない。

⑴について
　本件高校の校長は，５回にわたる原告への事情聴取や事務処理の精査の結果を踏まえ，私費会計から
私文書偽造により購入した物品代のうち実際に購入を確認できないものや，使途不明金等を認定したも
のである。原告が請求書や納品書といった証拠を全て捨てたと主張するため，単価や数量が確認でき
ず，購入履歴の確認も原告に断られる中で，処分行政庁は調査を尽くしたのであり，使途不明金の認定
が曖昧あるいはずさんなものと評価される余地はない。
⑵について
　原告は購入事実を証明する客観的証拠を一切提出していない。Ｃ商会名義の関係書類を全て洗い出
し，その中で物品の存在を確認できなかったものについてのみ使途不明金として認定したものである。
⑶について
　原告は，６７７０円を口座から払い出し，払出日と同日に関係する口座に振り分けて入金するような
手続を取っていないのであって，使途不明としていることに違いはなく，６７７０円は使途不明金では
ないとの原告の主張は誤りである。
　６万２４８９円のうち３万円については，原告の弁解どおり，ＰＴＡ会計口座において収納決定書が
作成されずに３万円が入金されていたものの，同日付けで，本件高校の別口座において，支払決定書が
作成されずに行われた同額の出金があったことから，このＰＴＡ会計口座への３万円の入金は上記別口
座からの入金として整理したものである。仮に原告の弁解どおりであったとしても，その場合，新たに
別口座からの３万円の払出しが使途不明金となるため，認定した使途不明金の金額に影響するものでは
ない。
　３件１万４０５４円としていたのは，６万２４８９円から原告の立替払として認めた４万８４３５円
を差し引き，便宜上１万４０５４円と整理していたにすぎない。審査請求においても同様に主張してい
たから，被告は使途不明金の認定を変遷させていない。


